
平成３０年９月４日

総 務 部 危 機 管 理 室

（内２２４４）

台風第２１号に係る群馬県災害警戒本部の設置について

、 、台風第２１号の接近に伴い 気象情報の共有を図り災害警戒に万全を期すため

次のとおり災害警戒本部を設置しました。

１ 台風第２１号に係る群馬県災害警戒本部の設置

設置日時 平成３０年９月４日（火） ９時３０分

２ 構成員

（１） 群馬県災害対策本部において各部総務班長となる課長（会計課長、議

会事務局総務課長を含む 、警察本部警備第二課危機管理対策室長）

（２） その他関係課長

・総 務 部 広報課、消防保安課

・環境森林部 森林保全課

・農 政 部 技術支援課、農村整備課

・県土整備部 建設企画課、交通政策課、道路管理課、河川課、砂防課

※災害警戒本部設置に伴う会議開催はありません。


